
１班 (テーマ１肯定側)



肯定側主張

肯定側プラン
厚生労働省は、薬品の通販
規制を、第二類薬品まで緩
和すべきである。

第二類薬品の通信販売許可
指定第二類薬品はこれまで通り、不可とする



肯定側論点
1. 公平性

→公平な市場競争の阻害
→消費者の公平な購買の阻害

2. 利便性
→消費選択の多様性の減少
→販売チャネルの減少

3. 安全性
→販売方法と副作用の無関係性
→ネット販売の情報提供の優位性

以上の理由から、我々肯定側は薬事法の規
制緩和を主張します。



1.公平性

市場競争の阻害

規制されることによって販売チャネルが失われる

⇒ネット販売市場：約363億円
(経済産業省「平成18年度電子商取引に関する市場調査)

これらの市場への規制は
重大かつ深刻な影響を与える



1.公平性

改正により予想される重大かつ深刻な影響
市場規模比率で67%と推定される第1類及び第2類医薬品が全て購
入できなくなる

富士経済プレスリリース（ (2008年7月25日公表）



1.公平性

消費者の購買に関する公平性

時間的制約、地理的制約のある消費者を無視

ネット販売利用者：約852万人 (経済産業省「平成18年度電子商取引に関する市場調査)

生活インフラとしてのネット販売を
規制することは公平性を害する

総務省「労働力調査(平成17年平均、年報)」「人口統計」
総務省自治行政局過疎対策室HP(平成19年10月1日時点の過疎地域の状況)

長時間労働者：週間就業時間60時間以上の労働者
高齢者 ：65歳以上の生活者

・共働き夫婦961万世帯 ・高齢者2660万人

・長時間労働者725万人 ・過疎地域住民1068万人潜在的ニーズは5414万人



2.利便性

消費者の多様性を考慮せよ！！
従来のネット販売で克服されていた制約

①時間的な制約
②地理的制約
③実店舗の有無
④実店舗の提供可能な種類に関する制約
⑤実店舗での購入に精神的苦痛を感じる場合
⇒具体的なニーズの例
共働き夫婦(961万世帯)/長時間労働(725 万人)/
高齢者(2,660万人)/過疎地域住民(1,068万人) (出所)総務省「労働力調査」(平成１８年)

→楽天の調査によれば、多くの医薬品につき、約６割がネットで購入できなくなる
と、大変不便又は不便と回答。

４０代男性では、この割合が非常に高くなり、
約７〜８割

医薬品販売のネット規制は消費者選択の多様性を阻害し、
消費の利便性を低下させるだけである！！



2.利便性
販売チャネルの減少

改正薬事法の営業時間規制：
「営業時間の半分以上は、薬品を販売しなくては
ならない」

⇒コンビニでいえば週7日で12時間以上、登録販売者

が常駐しなくてはならない！！

「医薬品販売だけで追加コストをペイできる可能性はほとんど無く、実質
的にフランチャイズ店舗のコンビニでは医薬品は販売できないだろう」
（ローソン横浜真金町店 店長 牛米祐輔氏へのインタビュー）

⇒マスコミ等で騒がれたコンビニ販売が実現困難

ネット販売の規制は、
単純な販売チャネルの減少を招くだけ！！



3.安全性
厚生労働省の医薬品のインターネット販売に対する見解

「副作用等の安全性を考えると、医薬品は対面販売を原則とするべき」

その理由は…

1. 情報提供の不確実性

2. コミュニケーションの困難性

医薬品の副作用リスクと販売方法は、根本的に無関係！

⇒薬剤師が売っても、ネット販売でも副作用は起こる
大量購入リスクについても、同様

Ex. 厚労省が挙げるネット販売医薬品による副作用発症事例でも、因果関係は認められない

厚生労働省の見解の矛盾



3.安全性
1.コミュニケーションの困難性：

ネット販売では、販売時の患者の状態が把握できない

しかし、代理人への販売は認める

←明らかな論理破綻！

2.情報提供の不確実性：

ネット販売では適切な情報提供を顧客に対して行うことができない

単純な情報量でいえば、
物理的な制約の無いネットの方が寧ろ多いといえる

しかも、第2類に関しては、対面でも「努力義務」

⇒ネットの情報で不安がある消費者は、薬剤師等に初めから情報提供を求めれば解決



3.安全性

まとめると…
副作用リスクは、根本的に販売方法とは無関係であり

代理人への販売を認めるという矛盾がある。

さらに、情報提供に関しては、ネットの方が優れている

以上の理由から、

安全性の観点から見ても、厚生労働省は医薬品

の通販規制を、第二類薬品まで緩和すべきで
ある。



肯定側主張
1. 公平性

→公平な市場競争の阻害
→消費者の公平な購買の阻害

2. 利便性
→消費選択の多様性の減少
→販売チャネルの減少

3. 安全性
→販売方法と副作用の無関係性
→ネット販売の情報提供の優位性

厚生労働省は、医薬品の
通販規制を、第二類薬品
まで緩和すべきである。


